
◎
海
上
運
送
法
及
び
船
員
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律

（
平
成
二
〇
年
六
月
六
日
法
律
第
五
三
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
〇
年
五
月
二
〇
日
・
衆
議
院
国
土
交
通
委

員
会

）

○
冬
柴
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
海
上
運
送
法
及
び
船

員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
提
案
理
由
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申

し
上
げ
ま
す
。

四
面
環
海
の
我
が
国
に
お
い
て
、
輸
出
入
貨
物
の
九
九
・
七
％
の
輸
送

を
担
う
外
航
海
運
及
び
国
内
貨
物
輸
送
の
約
四
割
、
産
業
基
礎
物
資
の
約

八
割
の
輸
送
を
担
う
内
航
海
運
は
、
我
が
国
経
済
、
国
民
生
活
に
と
っ
て

不
可
欠
な
産
業
基
盤
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
世
界
単
一
市
場
た
る
外
航
海
運
分
野
に
お
け
る
国
際

競
争
が
激
化
す
る
中
、
我
が
国
外
航
海
運
に
お
い
て
は
、
円
高
等
に
よ
る

コ
ス
ト
競
争
力
の
喪
失
か
ら
、
安
定
的
な
国
際
海
上
輸
送
の
核
と
な
る
べ

き
日
本
船
舶
は
最
も
多
か
っ
た
昭
和
四
十
七
年
の
千
五
百
八
十
隻
か
ら
平

成
十
八
年
に
は
九
十
五
隻
へ
、
日
本
人
船
員
は
昭
和
四
十
九
年
の
約
五
万

七
千
人
か
ら
平
成
十
八
年
に
は
約
二
千
六
百
人
へ
と
極
端
に
減
少
し
て
お

り
、
極
め
て
憂
慮
す
べ
き
事
態
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
内
航
海
運
に
つ
い
て
も
、
現
在
約
三
万
人
の
船
員
を
有
す
る
も

の
の
、
四
十
五
歳
以
上
の
船
員
の
占
め
る
割
合
が
六
四
％
に
上
る
等
高
齢

化
の
著
し
い
進
展
、
後
継
者
不
足
等
に
よ
り
、
船
員
不
足
の
深
刻
化
が
強

く
懸
念
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

我
が
国
の
置
か
れ
た
こ
の
よ
う
な
状
況
に
か
ん
が
み
る
と
、
昨
年
七
月

に
施
行
さ
れ
た
海
洋
基
本
法
に
お
い
て
う
た
わ
れ
て
い
る
と
お
り
、
安
定

的
な
海
上
輸
送
の
確
保
を
図
る
こ
と
は
喫
緊
の
国
家
的
課
題
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
日
本
船
舶
の
確
保
並
び
に
船
員
の
育
成
及
び
確
保

を
計
画
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
た
び
こ
の
法
律
案
を
提

出
す
る
こ
と
と
し
た
次
第
で
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
概
要
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
安
定
的
な
海
上
輸
送
の
確
保
を
図
る
た

め
に
必
要
な
日
本
船
舶
の
確
保
並
び
に
船
員
の
育
成
及
び
確
保
に
関
す
る

施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
方
針
を
定
め
る

こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
船
舶
運
航
事
業
者
等
が
基
本
方
針
に
即
し
て
日
本
船
舶
・
船

員
確
保
計
画
を
作
成
し
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
し
、
当
該
認
定
を
受
け
た
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
に
対
す
る

ト
ン
数
標
準
税
制
の
適
用
等
の
支
援
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。第

三
に
、
国
内
海
上
輸
送
に
限
ら
れ
て
い
る
航
海
命
令
の
範
囲
を
国
際

海
上
運
送
法
及
び
船
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
六
六



海
上
輸
送
に
拡
大
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
四
に
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
労
使
協
定
に
よ
る
時
間
外
労
働
の
延
長

の
限
度
に
つ
い
て
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
、
船
員

の
労
働
環
境
の
改
善
の
た
め
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。そ

の
他
、
こ
れ
ら
に
関
連
い
た
し
ま
し
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行

う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
案
す
る
理
由
で
す
。

こ
の
法
律
案
が
速
や
か
に
成
立
い
た
し
ま
す
よ
う
、
御
審
議
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
国
土
交
通
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
五
月
二
二
日
）

○
竹
本
直
一
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
国
土
交
通
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
安
定
的
な
海
上
輸
送
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
日
本
船

舶
の
確
保
並
び
に
船
員
の
育
成
及
び
確
保
を
図
る
た
め
、
所
要
の
措
置
を

講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
主
な
内
容
は
、

第
一
に
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
日
本
船
舶
の
確
保
並
び
に
船
員
の
育
成

及
び
確
保
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の

基
本
方
針
を
定
め
る
こ
と
、

第
二
に
、
船
舶
運
航
事
業
者
等
が
基
本
方
針
に
従
っ
て
日
本
船
舶
・
船

員
確
保
計
画
を
作
成
し
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
し
、
認
定
を
受
け
た
対
外
船
舶
運
航
事
業
者
に
対
す
る
ト
ン

数
標
準
税
制
の
適
用
等
の
支
援
措
置
を
設
け
る
こ
と
、

第
三
に
、
国
内
海
上
輸
送
に
限
ら
れ
て
い
る
航
海
命
令
の
範
囲
を
、
国

際
海
上
輸
送
に
拡
大
す
る
こ
と
、

第
四
に
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
労
使
協
定
に
よ
る
時
間
外
労
働
の
延
長

の
限
度
に
つ
い
て
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
船
員
の

労
働
環
境
の
改
善
の
た
め
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と

な
ど
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
五
月
八
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
同
月
二
十
日
冬
柴

国
土
交
通
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
翌
二
十
一
日
質
疑
を

行
い
、
質
疑
終
了
後
、
討
論
を
行
い
、
採
決
い
た
し
ま
し
た
結
果
、
賛
成

多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次
第
で
あ

り
ま
す
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
〇
年
五
月
二
一
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
留
意
し
、
そ
の

海
上
運
送
法
及
び
船
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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運
用
に
つ
い
て
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

安
定
的
な
海
上
輸
送
を
確
保
す
る
上
で
日
本
船
舶
の
確
保
並
び
に
日

本
人
船
員
の
育
成
及
び
確
保
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
日
本

船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
認
定
状
況
や
ト
ン
数
標
準
税
制
の
適
用
状
況

を
継
続
的
に
把
握
し
、
そ
の
効
果
を
検
証
す
る
こ
と
。
ま
た
、
法
改
正

の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
、船
舶
の
特
別
償
却
制
度
、固
定
資
産
税
、

登
録
免
許
税
等
ト
ン
数
標
準
税
制
以
外
の
税
制
及
び
船
員
雇
用
に
係
る

支
援
措
置
の
充
実
等
に
よ
り
、
国
際
的
な
競
争
条
件
の
均
衡
化
の
た
め

更
な
る
制
度
改
善
に
努
め
る
こ
と
。

二

国
際
競
争
力
強
化
の
観
点
か
ら
、
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
へ
の

積
極
的
な
取
組
を
促
す
た
め
、
同
計
画
の
認
定
申
請
に
際
し
て
は
、
申

請
者
の
過
度
な
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
手
続
の
簡
素
化
に
努
め
、
認
定

に
当
た
っ
て
は
、
効
率
的
に
事
務
処
理
を
行
い
、
迅
速
な
手
続
を
行
う

こ
と
。

三

海
洋
基
本
法
に
示
さ
れ
た
海
洋
に
関
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
と
人

材
育
成
を
図
る
た
め
、
国
家
的
取
組
と
し
て
総
合
海
洋
政
策
本
部
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
、
海
事
広
報
活
動
の
抜
本
的
見
直
し
を
図
り
、

青
少
年
の
海
に
関
わ
る
仕
事
へ
の
憧
れ
を
喚
起
す
る
べ
く
、
海
の
魅
力

や
海
の
職
場
、
船
員
労
働
の
重
要
性
に
つ
い
て
学
校
教
育
と
連
携
し
た

海
事
教
育
の
推
進
に
積
極
的
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
参
議
院
国
土
交
通
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
五
月
三
〇
日
）

○
吉
田
博
美
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
国
土
交
通
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
安
定
的
な
海
上
輸
送
に
必
要
な
日
本
船
舶
の
確
保
並
び

に
船
員
の
育
成
確
保
を
図
る
た
め
、
国
土
交
通
大
臣
の
策
定
す
る
基
本
方

針
に
基
づ
き
、
船
舶
運
航
事
業
者
等
の
作
成
に
よ
る
日
本
船
舶
・
船
員
確

保
計
画
が
認
定
さ
れ
た
場
合
、
同
計
画
の
実
施
に
必
要
な
課
税
特
例
等
の

支
援
の
ほ
か
、
船
員
の
労
働
環
境
改
善
の
措
置
等
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
日
本
籍
船
・
船
員
が
減
少
し
た
理
由
と
ト

ン
数
標
準
税
制
導
入
等
支
援
策
に
よ
る
改
善
効
果
、
国
民
に
対
す
る
海
事

広
報
・
教
育
の
促
進
及
び
船
員
育
成
策
の
強
化
、
航
海
命
令
制
度
の
適
正

な
運
用
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に

よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

海
上
運
送
法
及
び
船
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
六
八



○
附
帯
決
議（
平
成
二
〇
年
五
月
二
九
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
認
定
状
況
や
ト
ン
数
標
準
税
制
の
適

用
状
況
を
継
続
的
に
把
握
し
、
そ
の
効
果
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
船

舶
の
特
別
償
却
制
度
、
固
定
資
産
税
、
登
録
免
許
税
等
ト
ン
数
標
準
税

制
以
外
の
税
制
及
び
船
員
雇
用
・
待
遇
改
善
に
係
る
支
援
措
置
の
充
実

等
、
総
合
的
な
視
点
か
ら
、
国
際
的
な
競
争
条
件
の
均
衡
化
の
た
め
更

な
る
制
度
改
善
に
努
め
る
こ
と
。

二
、
昨
今
の
海
難
事
故
に
か
ん
が
み
、
我
が
国
海
運
の
よ
り
一
層
の
安
全

性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
国
際
的
に
も
評
価
さ
れ
る
我
が
国
船
員
を

育
成
・
確
保
す
る
た
め
、
教
育
訓
練
シ
ス
テ
ム
の
充
実
・
改
善
の
具
体

化
並
び
に
、
事
業
者
へ
の
指
導
を
強
化
す
る
こ
と
。

三
、
外
航
に
拡
大
さ
れ
た
航
海
命
令
制
度
に
つ
い
て
は
、
発
動
基
準
を
明

確
に
す
る
ほ
か
、
船
員
の
安
全
確
保
策
等
に
つ
い
て
関
係
者
の
理
解
が

得
ら
れ
る
よ
う
、
適
切
か
つ
十
分
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

海
上
運
送
法
及
び
船
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
六
九


